
【４か年の主な実施事項】

○千葉県地域防災力向上総合支援補助金、九都県市合同防災訓練などにより

   地域防災力の向上を図った。

○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、講座・訓練等について、一部は規模縮小

   や感染対策を講じて開催するとともに、動画を作成して配信する方法に手法を

   変更。

【社会目標の要因分析】

社会目標①：結成を推進するリーダー不在、組織への理解不足、高齢化等による

　　　　　　　　防災活動を行う者の減少。

社会目標②：自主防災組織の防災訓練促進、市町村における養成講座の開催増

                が寄与。（4年間で登録者数が551人増）

　

【施策実施に当たっての課題】

○県民・地域の防災意識の更なる高揚、活動カバー率の低い市町村に対する支援

   等が重要。

○地域の防災リーダー養成のため、防災知識や技能を習得する研修会等が必要。

○災害対策コーディネーターの質等の維持、向上が必要。

【今後の取組の方向性】

○千葉県地域防災力向上総合支援補助金等により、市町村等が地域の実情に応

   じて、主体的に創意工夫を持って実施する事業を支援し、 自助・共助の防災教

　 育の推進や自主防災組織の結成・活動促進等に努める。

○防災研修センターにおいて、初期消火、がれき救助、土嚢づくりなどの実技訓練

   を実施する自主防災組織等にリーダー向けの研修を実施し、地域における防災

   リーダーを養成する。

○災害コーディネーター登録者に対し、より実践的な防災知識の習得を目指す

   講座を実施する。

【４か年の主な実施事項】
○橋梁の耐震補強、津波対策として河川堤防、海岸堤防の嵩上げ、水道施設の耐
   震化や管路等の更新を実施。
○災害時の避難場所等として機能するよう、県立長生の森公園など整備。
○農地における地すべり防止対策を計画的に実施するため、地すべり防止施設の
   全ての個別施設計画を策定。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、講習会を動画配信での実施に変更し、
   被災宅地危険度判定士・被災建築物応急危険度判定士を養成。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：耐震改修工事の実施により耐震化率は上昇基調。
社会目標②：高規格幹線道路等の整備率向上が目標達成に寄与。

【施策実施に当たっての課題】
○使用中の施設の耐震改修工事は、施設利用との円滑な調整が必要。
○高規格幹線道路等の整備は、地元市町村及び関係団体と連携を図りながら
   整備促進を国に強く働きかける、地元地権者の用地の協力が必要。
○農地において、今後の地すべり防止工事・進捗にあわせた台帳更新が必要。

【今後の取組の方向性】
○関係機関との調整に取り組み、引き続き公共施設の耐震化に取り組む。
○高規格幹線道路等の整備促進を国に強く働きかけるとともに、沿線市町と協力
    し、地権者に対して事業への理解が得られるよう説明し、用地の協力をいただ
    けるよう努める。
○地すべり防止施設の策定した個別施設計画を基に、地すべり防止施設の適切
   な維持管理、更新に努める。

【４か年の主な実施事項】
○地域健康危機管理推進会議や研修会等を開催し、関係機関との健康危機に
   ついての知識向上や連携強化を図った。
○職員の危機管理意識の醸成・向上のため、災害時優先業務の周知や危機管理
　 担当者研修会を実施。
○放射性モニタリングを定期的に実施したほか、指定廃棄物の処理に関する国へ
　 の要望を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、訓練等の中止を余儀なくされ、行政活動
   目標の進展度が低下。

【社会目標の要因分析】
熊本地震、大阪北部地震、北海道胆振東部地震等により市町村の危機管理意識
が深まり、担当者研修会や未策定市町に対する助言等を積極的に実施し、H30年
度に目標達成。

【施策実施に当たっての課題】
○健康危機に対処するためには関係機関の情報共有・連携強化や職員の意識向
   上・知識習得の機会等が必要。
○災害発生時に迅速・適切な対応を行うためには職員の危機管理意識の向上、
   訓練、連携 強化、知識習得が必要。
○風評被害の軽減等のため、放射性物質モニタリング検査継続が必要。
○指定廃棄物が、国の責任で安全・安心に処理されることが重要。

【今後の取組の方向性】
○新型コロナウイルス感染症について、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を
　 中心に対策に取り組んでおり、引き続き、医療提供体制の整備や検査体制の強
   化等を推進する。
○研修会等により職員の危機管理意識の向上を図るとともに、警察や消防機関な
    どと連携して訓練を行うことで、テロ等様々な危機に迅速かつ的確に対応でき
    る体制を強化する。
○引き続き、大気・公共用水域・海水浴場・水道水・県産の農林水産物等の放射性
   物質モニタリングを定期的に実施し、結果を公表する。
○指定廃棄物が、国の責任におちて安全・安心かつ速やかに処理されるよう、引き
   続き国に対して求める。
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「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況
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１ 自助・共助・公助が連携した防災先進県づくり
① 自助・共助・公助が一体となった地域防災力の向上 ② 災害に強いまちづくりの推進 ③ 危機管理対策の推進
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自助・共助・公助が一体となった県内全域の防災力の向上を図る。 定性
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地震や風水害など災害に強い防災基盤の整備を図る。 危機管理対策の推進、放射性物質に対する県民の安全・安心の確保に
取り組む。
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社会目標① 自主防災組織の活動カバー率
（現状値：60.2% 目標：81.0% R2実績：68.9%）

社会目標② 災害対策コーディネーターの登録者数
（現状値：974人 目標：1,230人 R2実績：1,525人）

社会目標① 防災拠点となる公共施設等の耐震化率
（現状値：93.4% 目標：100% R2実績：未判明(R1 96.7%)）

社会目標② 災害時の緊急輸送に資する高規格幹線道路等
の整備率

（現状値：89% 目標：93% R2実績：93%）

社会目標 市町村の業務継続計画策定率

（現状値：50% 目標：100% R2実績：100%(H30に達成)）
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県民が、安全で安心な消費生活を実感できる社会づくりを進める。

【４か年の主な実施事項】
○「電話de詐欺」対策について、被害多発エリアにおけるキャンペーンやテレビ、
   ラジオＣＭ放送等を実施。金融機関等に対して声掛け強化を依頼。
○移動交番車の機動力を生かし、地域の実情に応じた効果的な運用を実施。
○地域の防犯力の向上に関する交流大会の開催などにより自主防犯団体の支援
   を実施するとともに、「プラス防犯」（※）の広報啓発を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、キャンペーン等の啓発活動について、
   手法変更（テレビ放映等） ・規模縮小の上、実施。
※「プラス防犯」：地域の方々が普段の通勤、買い物、犬の散歩などの際にプラスして、不審な人物や

車両がないかなどを注意して見ることで、子どもや地域の安全を守ろうとする取組。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：R2は外出自粛による影響が考えられる他、「電話de詐欺」については
                  継続した広報啓発活動による意識向上・金融機関に対しての声掛け
                  強化の依頼などの水際対策による犯罪の未然防止が寄与。
社会目標②：市町村の自主防犯団体への支援に対する補助等を継続して実施し
                  てきたことが寄与。

【施策実施に当たっての課題】
○「電話de詐欺」は依然として高水準で発生しており、広報啓発・水際対策の更な
　 る推進が必要。
○自主防犯団体構成員の高齢化・担い手確保・モチベーション維持などが課題。
○自主防犯団体のみに頼らず、県民自らが自主防犯意識の醸成が必要。

【今後の取組の方向性】
○県、市町村、県民、自治会及び事業者等が連携を強化し、効果的な広報啓発
   や水際対策等による地域防犯力の向上を図ります。高齢者を見守る子や孫世
   代への広報啓発を強化する。
○自主防犯団体の活性化に向け、学生等の防犯ボランティア活動を広報すること
   で、若い世代の参加促進を図るとともに、既存団体の活動活性化に向けて情報
   提供を実施する。
○「プラス防犯」の取組活性化や事業者のCSR活動の促進により、自主防犯意識を
   醸成し、子どもの見守りや地域の安全を守ることに協力してもらえるよう働きかけ
   る。

【４か年の主な実施事項】
○県、県警、関係機関・団体等が連携して「春、夏、秋、冬の交通安全運動」を展
   開。
○幼児から高齢者まで、それぞれの年代に応じた交通安全教育を実施。
○本県独自の自転車安全利用ルール「ちばサイクルール」の普及を図った。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、集合研修や対面による交通安全講話等
   について資料配布・教育動画配信等への変更、回数を制限して啓発活動を実
   施。

【社会目標の要因分析】
継続した各種キャンペーンの実施により、県民の交通安全意識の向上につながり、
交通事故の減少に寄与。

【施策実施に当たっての課題】
○目標は達成したが、依然として全国的には交通事故・交通死亡事故が多発。
○新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、広報啓発活動手段の見直し
   が必要。高齢者はインターネット等を閲覧する機会が少ないため、効果的な
   啓発手法の検討が必要。
○高齢者の運転による交通事故の発生防止のため安全運転サポート車の普及

   促進や運転免許証を自主返納しやすい環境づくり推進が必要。

○あらゆる世代の県民の交通安全意識の醸成が必要。

【今後の取組の方向性】

○高齢者の目に留まりやすい媒体を活用するなど、高齢者への啓発活動を工夫

　 する。

○高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境を作るため、自主返納者

   に対する支援措置の拡充に向けた自治体・企業等への働きかけを進めていく

   とともに、安全運転サポート車に関する情報提供・普及促進を図る。

○年間を通じた県民総参加の交通安全運動をはじめ、交通安全対策の啓発に

   取り組む。

【４か年の主な実施事項】
○国の交付金等を活用し、県や市町村の消費生活センターや相談窓口を整備・
   推進。
○消費者自らが正しい知識を身に付けるため、各種講座の開催や研修・広報・啓
   発を実施。
○災害や感染症拡大に便乗した悪質商法などについて、注意喚起と相談窓口を
   周知。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各種研修等をオンライン形式や動画配信
   に変更の上実施。

【社会目標の要因分析】
○全国的に増加が続くインターネット通販での健康食品等の定期購入に関する相
   談のほか、令和元年度の台風等や、令和２年度の新型コロナウイルス感染症拡
   大に伴う相談が増加。
○各種研修や事業者検査・指導について、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い
   実施回数が減少する等目標に届かず、結果的に社会目標が未達成。

【施策実施に当たっての課題】
○悪質商法や架空請求などの消費生活相談のうち高齢者の割合が高いことが続
   いていることから、広報啓発や地域での見守りネットワークなどのより一層の対策
　 が必要。
○インターネットを利用する様々な世代への消費者教育の推進。
○新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法による消費者被害防止。
○悪質事業者の取締り強化。
○食品・食材の生産から加工・流通・販売のすべての過程での食の安全・安心の
　 確保。

【今後の取組の方向性】
○県・市町村における相談窓口の整備・広報啓発、職員・相談員等の研修等を実
   施し、県消費者センターでは、相談員の資質向上や、国・市町村等の相談機関
   との情報共有・連携強化を図り、機能充実を推進する。
○高齢者への広報啓発や学校での消費者教育のより一層の充実を図り、様々な
   世代を対象にした消費者教育を推進する。
○新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法に対しては、県ホームページ
    や市町村を通じた注意喚起や相談窓口の周知に取り組む。
○法令に基づく行政指導等の取り締まりを強化する。
○農薬適正利用のための研修会や放射性物質検査の実施、食品等営業施設へ
    の監視指導や食品検査等を実施する。

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅰ　安全で豊かなくらしの実現
※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

２ くらしの安全・安心を実感できる社会づくり
③ 消費生活の安定と向上② 交通安全県ちばの確立① 犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会の構築

定性
目標

定性
目標

定性
目標

犯罪の起こりにくい安全で安心な地域社会をつくる。 県民の交通安全意識の高揚、交通環境の整備、交通事故のない、安全で
安心して暮らせる千葉県づくりを進める。

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
80.0% 70.0% 50.0% 40.0%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
66.7% 77.8% 33.3% 33.3%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
72.7% 72.7% 90.9% 45.5%

社会目標① 刑法犯認知件数

（現状値：57,277件 目標：減少 R2実績：34,685件）

社会目標② 自主防犯団体の数

（現状値：2,606団体 目標：増加 R2実績：3,037団体）

社会目標① 交通事故死傷者数

（現状値：22,581人 目標：18,000人以下 R2実績：15,543人）

社会目標② 交通事故24時間死者数

（現状値：185人 目標：150人以下 R2実績：128人）

社会目標 不当な契約等により消費者被害を受けた県民の数

（現状値：10,704人 目標：10,000人未満 R2実績：13,746人）
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【４年間の主な実施事項】
○H30に千葉県保健医療計画を改定し、「地域医療構想」の実現に向けた具体的
   な実行計画となるよう必要な取組を盛り込んだ。
○在宅医養成研修を実施、訪問看護ステーション併設の初期費用を助成。
○医学生、看護学生を対象とした修学資金貸付を実施。
○ＡＥＤ使用及び心肺蘇生法の実施の促進を推進するため、周知・啓発・講習等
   を実施。
○地域医療提供体制の確保・充実を図るため、地域の中核的医療機能や救急医
   療機能を担う病院の整備等に対し助成。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：医師数・看護職員数の増加等により必要な医療提供体制の確保が
                  図られ、社会目標達成に寄与。
社会目標②：軽症者の救急車利用や高齢化の急速な進行等により、救急搬送が
                  増加し、搬送時間の短縮が困難。県が公表しているＡＥＤ施設数は
　　　　　　　  目標達成したが、心肺停止状態で見つかった者へのＡＥＤ使用率が
                  低い状態。

【施策実施に当たっての課題】
○医療機関の役割分担・連携の促進、在宅医・訪問看護師等の増加や質向上、
   24時間の在宅医療提供体制の整備促進。
○専攻医の県内での確保・定着、看護職員の離職率の低下。
○救急時間の短縮や救急車・救急医療の適正利用。
○一次救命処置に関する知識・技能を習得した県民の増加。

【今後の取組の方向性】
○「千葉県地域医療構想寄附研究部門」での医療提供体制の検討、「地域保健
   医療連携・地域医療構想調整会議」で検討結果等の共有により、医療機関の
   役割分担・連携を推進。
○地域医療に意欲ある医学生への修学資金貸付により医師の養成・確保を
　 図る。専門研修プログラムを策定する。指導医の派遣等を対象に助成し、
   県内研修病院の取組を支援する。院内保育所運営事業等により勤務医の
   環境改善を図る。
○救急安心電話相談の周知により救急医療の適正利用を図る。夜間・休日に
   医療 機関を受診する際に役立つ情報を「ちば救急医療ネット」で周知する。
○千葉県AED等利用促進計画に基づき一次救急措置に関する普及啓発活動を
　 行うとともに、計画的なAEDの設置を推進する。

定性
目標

増大する医療ニーズに対応し、県民が安心して良質な医療を効率的に
受けられる体制を整備する。

定性
目標

定性
目標

健康寿命の延伸と健康格差の縮小に取り組む。生活習慣病予防を中心と
した健康づくりを推進する。

高齢になっても個性豊かに生き生きと、住み慣れた地域で暮らせる社会
づくりを推進する。

① 増大する医療ニーズに対応した安心で質の高い医療サービスの提供

 

Ⅰ　安全で豊かなくらしの実現
※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

３ 健やかで生き生きと自分らしく暮らせる社会づくり

50.0% 60.0%

② 生涯を通じた健康づくりの推進 ③ 高齢者が個性豊かに生き生きと、安心して暮らし続けられる地域

50.0% 50.0% 58.3%
行政活動目標等の進展度

Ｈ29 H30 R1 R2R1 R2
75.0% 83.3% 20.0%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
76.5% 64.7% 41.2% 22.2%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30

【４年間の主な実施事項】
○健康づくりに関する県民意識の向上、栄養・運動・睡眠等の知識普及のため、
　　「健康ちば推進県民大会」を開催。
○H29に設置した「千葉県口腔保健支援センター」で各市町村への情報提供・研
   修を実施。
○メタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導の実施支援に向け
   た専門職等への研修の実施。
○「千葉県糖尿病腎症重症化予防プログラム」についての会議・研修を実施。
○県民のがん予防意識の契約を行い、がん検診受診率の向上を図った。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、協議会・講演等の中止を余儀なくされた
   が、リモートでの開催や県ホームページや研修等により必要な情報提供を実施。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：継続的な地域・職域連携による各保健事業等による県民の健康づく
                  りの意識向上、運動・禁煙などの知識の普及啓発により目標達成。
社会目標②：健診の未受診や生活習慣改善の知識不足等により近年増加傾向。

【施策実施に当たっての課題】
○働く世代の運動割合が低くなる傾向があるため、健康づくりに取り組む事業所
   を増やすなど、日常生活の中で身体活動を増やす取組を推進することが必要。
○生活習慣病に関する研修会に参加・育成した人材のスキルアップ。
○世代に合った望ましい食生活を実践しやすい環境整備・情報提供。
○がん検診受診率の向上。
○こころの健康づくりのための効果的な自殺対策。

【今後の取組の方向性】
○働く世代への支援として、健康な職場づくりの取り組み事例の収集や事業所向
   けのセミナーを実施する。
○国が示した新たな標準的な健診・保健指導プログラムを踏まえた研修プログラ
   ムを実施する。
○企業等と連携した食育や適切な給食提供などの食の環境整備を進め、リーフ
   レット等を活用した啓発に取り組む。
○がん予防展等の開催、市町村や検診実施機関を対象とした研修会等の取組を
    実施する。
○自殺対策連絡会議等により関係機関・団体の連携強化による事業効果を向上
    させる。

【４年間の主な実施事項】
○一人暮らしの高齢者等が孤立することなく、必要な支援を受けながら安心して暮
   らせるようにするための「ちばＳＳＫプロジェクト」については、新たに事業者と協定
   を締結し、地域で支え合う仕組みづくりに寄与。
○介護の仕事の大切さ・魅力を伝えるための介護人材就業促進事業を実施。
○認知症の正しい知識の普及・啓発のため、認知症サポーター養成講座、こども
   サポーター事業、街頭パレードを実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、研修等が中止となったが、就労相談では
   非対面型の強化などを実施。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：高齢者施策が幅広く、満足する面と不満な面があり「どちらともいえ
                  ない」が多かったためと推察。また、満足している割合が地域にばら
                  つきがあり、社会資源の状況が一因と推察。
社会目標②：市町村の施策の充実や地域包括支援センター職員に対する研修等
                  の機能強化により目標達成。

【施策実施に当たっての課題】
○地域包括ケアシステム構築のためには、地域の一人ひとりが高齢者の生活の
    担い手として、地域づくりへ参加することが重要。
○福祉人材の養成機関の取組支援、潜在有資格者の再就業の促進、外国人介護
    人材の確保が必要。
○高齢者孤立化防止活動「ちばＳＳＫプロジェクト」の取組促進。

【今後の取組の方向性】
○地域包括ケアシステムを主体となり作り上げていく市町村に対する支援に取り
    組む。
○介護の職場への新規就業の促進や潜在有資格者の再就業に向けた支援や
   介護職員のキャリアアップに向けた市町村・事業者の取組を支援。
○民間団体等への訪問活動等に一層力を入れ「商業者等の高齢者福祉に特化
    した地域貢献に関するガイドライン」を周知し、協定締結企業や協力店登録を
    増やすことで官民共同の高齢者の見守り等に取り組む。

（前ページの続き）

社会目標① 地域の医療体制に安心を感じている県民の割合
（現状値：61.9% 目標：66.0% R2実績：67.5%）

社会目標② 心肺停止状態で見つかった者（心原性、目撃者
あり）の１か月後の生存率

（現状値：13.5% 目標：20% R2実績：未判明（R1 13.1%)）

社会目標① 健康づくりに取り組む環境にあると感じている
県民の割合

（現状値：51.7% 目標：60.0% R2実績：66.2%）

社会目標② メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合
（現状値：男性44.6% 女性14.8% 目標：男性33.2% 女性13.0%
R2実績：未判明(H30 男性48.0% 女性16.1%）

未判明

社会目標① 高齢者施策について満足している県民の割合
（現状値：18.0% 目標：35.0% R2実績：26.7%）

社会目標② 地域包括支援センターの設置数
（現状値：196箇所 目標：220箇所 R2実績：223箇所）
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定性
目標

障害のある人がその人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の
中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を整備する。

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
50.0% 57.1% 57.1% 6.7%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30

【４年間の主な実施事項】
○グループホームや生活介護事務所などの施設整備に係る補助を実施。
○障害者差別解消法と障害者条例の周知・啓発活動を実施。
○障害のある人の経済的自立を図るため、千葉県工賃（賃金）向上計画に基づき、
   官公需の促進や障害者就労施設への発注拡大に取り組んだ。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、多くの各種研修や会議等が中止になる中、
   一部についてはウェブ方式や小規模分散化等の対策の上で開催。

【社会目標の要因分析】
○条例（※）の周知啓発や障害者雇用に係る企業への働きかけ等により、目標の
　 進捗に寄与したが、全国の認知度に比べて低い状況。
※「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」

【施策実施に当たっての課題】
○継続した県民への啓発、差別に関する丁寧・適切な相談対応が必要。
○障害者雇用へのより一層の理解促進が必要。
○障害特性に応じた就労支援、定着支援が必要。
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、会議・研修会等の実施方法
   の検討が必要。
○重度の障害があっても安心して地域で生活できる体制の整備が必要。

【今後の取組の方向性】
○県民全体を対象とした障害者差別解消法と障害者条例の周知。様々な分野の
   地域相談員の確保及び連携に努める。
○新たに障害者就労雇用義務の対象となる事業所等も含め、企業支援員の訪問
   等による相談支援を実施し、雇用のための環境づくりのアドバイスを実施する。
○新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、新しい生活様式に沿った会議や研修
    事業等の開催方法について検討・ 実施する。
○強度行動障害者等県単加算事業と重症心身障害短期入所特別支援事業の
    実施主体である市町村に対する補助を継続するとともに、積極的な事業実施
    を働きかける。

【４年間の主な実施事項】
○民間団体等からの企画提案により、県民がボランティア活動に参加することがで
   きる機会を設けた。
○市民活動団体の組織運営力・事業開発力・資金調達力等のマネジメント力の向
   上を図る講座を実施。
○「ちばＳＳＫプロジェクト」の普及啓発活動を実施。
○県内の生涯学習について、「ちばりすネット」で情報提供。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、イベント・研修等、多くの取組が中止になっ
   たが、一部ではオンライン等の活用、規模を縮小するなどの対応を実施。

【社会目標の要因分析】
○東京オリンピック・パラリンピック大会等のスポーツイベントや全国で発生している
   災害等を契機としたボランティアへの関心の高まりが目標達成に影響したものと
   思料。
○ボランティア活動への参加促進につながる各事業を継続的に実施して目標達成
   に寄与。

【施策実施に当たっての課題】
○情報発信・普及啓発、活動体験の場と機会の提供が必要。
○市民活動団体の基盤強化に向けた各種支援の実施が必要。
○高齢者孤立化防止活動「ちばＳＳＫプロジェクト」の更なる普及が必要。
○千葉県の生涯学習情報提供システム「ちばりすネット」の積極的な周知が必要。

【今後の取組の方向性】
○ボランティア活動の意義に関する啓発活動や研修、ボランティア活動を体験
　 できる場の提供などを行うことで、今後もボランティア活動への参加促進に
    努める。
○市民活動団体の組織運営力・事業開発力・資金調達力等の向上のため、中間
   支援組織の持つノウハウやネットワーク等を活用し、市民活動団体の課題をより
   効果的に解決できるような講座を実施するとともに、引き続き、資金調達に係る
   情報発信にも取り組む。
○民間団体等への訪問活動等に一層力を入れ「商業者等の高齢者福祉に特化
    した地域貢献に関するガイドライン」を周知し、協定締結企業や協力店登録を
    増やすことで官民共同の高齢者の見守り等に取り組む。
○市町村等ホームページへのバナー掲載依頼等により、「ちばりすネット」の周知。

【４年間の主な実施事項】
○東京オリンピック・パラリンピック競技大会の機運醸成のため、公認文化オリンピ
   アード（※）の認証が開始され、本県でも「千葉・県民音楽祭」、「次世代に残した
   いと思う『ちば文化資産』ＰＲ事業」、「ちばアート祭」を実施。ただし、大会の令和
   3年度への延期に伴い、規模縮小や延期した事業もある。
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、イベントや企画展中止・施設休
   館。(一部は動画配信に変更、規模縮小）
※公認文化オリンピアード：「オリンピック憲章」に基づいて行われる、東京オリンピック・パラリンピック
大会の公式文化プログラム。プログラムのうち、大会組織委員会や国、会場所在地地方公共団体等

が実施主体として行う事業が認証対象。

【社会目標の要因分析】
県では文化芸術にふれ親しむ様々な機会を提供しているが、普段文化芸術にふ
れていない県民等に鑑賞・参加を促すことにつながっていない状況にあり、特にR2
年度は新型コロナウイルス感染拡大によるイベント中止・施設休館等が影響。
※Ｒ２年度はオンライン等鑑賞も対象である旨をアンケートに明示したことにより増加したものと推察。

【施策実施に当たっての課題】
○「千葉県文化芸術の振興に関する条例」（H30施行）に基づく文化芸術推進基本
　 計画の策定にあたり、県民・文化芸術団体、有識者等の声を幅広く聞きながら、
   文化施策の方針等を検討する必要。
○県立美術館・博物館において、新型コロナウイルス感染症対策を施した上で、
   県民ニーズを踏まえた魅力ある事業の企画による集客力向上。
○文化活動ボランティアの周知、文化プログラムへの参加方法や鑑賞機会の更な
   る広報。
○より多くの県民の文化芸術活動への参加促進。
○選定した「ちば文化資産」をより広く周知・活用し、千葉の文化的魅力を発信。

【今後の取組の方向性】
○県民・文化団体向けのアンケート調査等を踏まえ、課題やニーズを適切に把握
   しながら、条例に基づく文化芸術推進基本計画を策定する。
○県立美術館・博物館は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、全ての
   事業を見直し、三密防止などの対策が可能な事業は実施する。
○県ホームページにより、文化活動ボランティア事業の説明、公認文化オリンピア
   ード等の文化プログラムの一層の周知を図る。
○「千葉・県民音楽祭」では出演者の公募分野にダンスを加え、出演者の拡大を
    図る。
○「ちば文化資産」をテーマとした絵画や写真作品を県民から募集する県民参加
　 型の「ちばアート祭」やSNSによる情報発信など、イベントの充実やより一層の
　 PRを実施する。

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅰ　安全で豊かなくらしの実現
※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

Ｈ29 H30 R1 R2

定性
目標

地域住民が互いに支え合い、安心して暮らせる地域コミュニティを再生す
る。

３ 健やかで生き生きと自分らしく暮らせる社会づくり
④ 障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築 ⑤ 互いに支え合い、安心して心豊かに暮らせる地域社会づくりの推進

４ 文化とスポーツで輝く社会づくり
① ちば文化の創造と千葉県民のアイデンティティーの醸成

R1 R2
77.8% 77.8% 55.6% 25.0%

行政活動目標等の進展度
30.8% 54.5% 22.2% 20.0%

定性
目標

県民や関係団体等と連携した「ちば文化」に親しめる環境づくり、「ちば文化」 継
承、新たな「ちば文化」創造、県民の千葉県に対する愛着や誇りを育む。

社会目標 「共生社会」という考え方を知っている県民の割合

（現状値：未調査 目標：50.0% R2実績：42.0%）

社会目標 ボランティア活動に参加したことのある県民の割合

（現状値：35.6% 目標：40.0% R2実績：45.3%）

社会目標 この１年間に文化芸術にふれた県民の割合

（現状値：63.4% 目標：70.0% R2実績：69.5%）

（前ページの続き） 資 料 ５

34.1 34.3
38.0

42.0

(39.4) 

(44.7) 

(50.0) 

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

H28 H29 H30 R1 R2

実績値 (目標値)

達成率
49.7%

35.6 33.9 28.2 

43.6 45.3 
(36.7) 

(37.8) (38.9) (40.0) 

25.0

40.0

55.0

H28 H29 H30 R1 R2

実績値 (目標値)

達成率
100%

63.4 
59.1 59.9 

67.4 
69.5 

(65.1) (66.7) (68.4) (70.0)

50

60

70

80

H28 H29 H30 R1 R2

実績値 (目標値)

達成率
92.4%

4 



【４年間の主な実施事項】
○公共工事において、溶融スラグなどリサイクル製品の利用を促進。
○レジ袋や食品ロスの削減に向け、３Ｒ行動の普及啓発を実施。
○産業廃棄物排出事業者への立入検査、講習会・研修等を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大により、イベントでの普及啓発機会が減、立入検査を
   自粛した一方で、ＳＮＳを活用。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：市町村の取組（ごみ袋有料化、資源ごみ分別回収の強化）、ペーパー
　　　　　　　　レス化等により減少傾向。ちばレジエコサポーター制度による環境配慮
　　　　　　　　行動促進。
社会目標②：再資源化率の低い廃棄物の比率が高いためと推察。
社会目標③：事業者の排出抑制・減量化、建設副産物全体の高い再資源化等率が
　　　　　　　　寄与。
【施策実施に当たっての課題】
○溶融スラグ有効利用、リサイクル技術普及の機会を増が必要。
○環境への負荷を低減する効果の高い2R（リデュース、リユース）の重点的な推進
   が必要。
○廃棄物の適正処理に必要な知識を取得するため、排出事業者の意識啓発が必要。
○不法ヤード対策について、外国籍のヤード運営者への立入りの際、 通訳者の活用
    が必要。
○24時間365日体制での監視パトロール、産廃・残土110番による通報制度など継続。
○上水道及び工業用水道の浄水発生土の、放射性物質に係る国の基準、市場動向
　 を踏まえた再資源化の継続。
【今後の取組の方向性】
○関係機関等へ働きかけを継続する。廃棄物の発生抑制やリサイクルをテーマとした
   研修会を計画する。
○「ちばエコスタイル」の多様な3R行動の提案として、引き続き2Rの取組を重点的に
   推進する。
○Web形式等による講習会や研修を通じた、排出事業者及び処理業者に対して意識
   啓発する。
○通訳者の有効活用による指導の徹底、県警との連携による不法ヤードを解消する。
○監視及び通報受付体制を整備、他法令に係る関係機関との密な連携により不法
   投棄等への対策に取り組む。
○引き続き、上水道及び工業用水道の浄水発生土のセメント原料等として再資源化
   を推進する。

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
75.0% 71.4%

② 「するスポーツ」、「みるスポーツ」、「ささえるスポーツ」の推進

75.0%

① 地球温暖化対策の推進 ② 循環型社会の構築
定性
目標

定性
目標

定性
目標

全ての県民が多面にわたるスポーツの価値を共有しながら、健康で活力ある生
活を送り、互いに支え合う「スポーツ立県ちば」の一層の推進する。

県民、企業、行政など全ての主体が一体となって、二酸化炭素排出量を
削減し、地域レベルでの地球温暖化対策に取り組む。

廃棄物の減量化や再資源化を推進し、「もの」を大切にする社会の構築
産業廃棄物の適正処理に向けた取組を推進する。

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅰ　安全で豊かなくらしの実現
※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
57.1% 57.1% 78.6% 40.0%

25.0%

H30 R1
行政活動目標等の進展度

Ｈ29

４ 文化とスポーツで輝く社会づくり ５ みんなで守り育てる環境づくり

R2
53.8% 61.5% 84.6% 61.5%

【４年間の主な実施事項】
○各種イベント・交流大会の開催を通じて、生涯スポーツの推進を図った。
○生涯スポーツの推進のための人材を養成。県立学校の体育施設を開放。
○国民体育大会への出場選手の強化支援として、強化練習会・県外遠征等への
   補助を実施。
○H30年度に「ちばアクアラインマラソン2018」を開催。（R2年度は中止）
○東京2020オリンピック・パラリンピックを目指す選手を指定強化し、競技力向上に
   向けた活動の支援を実施。ＰＲ展示・学校訪問などを実施し、県内開催競技の
   普及及び大会に向けた機運の醸成を図った。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、競技大会の開催や集客が困難、一部は
   規模を縮小した上で開催。研修会の中止等。

【社会目標の要因分析】
○スポーツ庁によるスポーツの定義（※）にあわせて定義を変更。
○新型コロナウイルス感染症により、運動の必要性を感じたものと推察。
○延期になった東京オリンピック・パラリンピック関連の啓発イベントのリモート開催、
   第１２次千葉県体育・スポーツ推進計画における各施策の進捗等が社会目標達
   成の一因と思料。
※スポーツ庁によるスポーツの定義：スポーツ庁は「日常生活において気軽に取り組めることもスポー
ツであるという認識を普及させる。（例）通勤時、外出時等の隙間時間にできるウォーキング、階段昇

降もスポーツである」と定義を変更。（H30.9）

【施策実施に当たっての課題】
○自らスポーツに参加することの楽しさ、スポーツが健康保持増進・体力の維持
   向上につながることの啓発が必要。
○「いつでも・どこでも・誰とでも」気軽にスポーツに取り組める環境の整備が必要。
○総合型地域スポーツクラブの設立・維持のための継続的な支援が必要。

【今後の取組の方向性】
○総合型地域スポーツクラブ未設置市町村に対し、県総合型地域スポーツクラブ
   連絡協議会と連携してクラブ設置への機運向上、クラブ設立・運営の事例紹介、
   既設クラブにおけるOJT等の実践的なクラブマネージャーを養成する。

【４年間の主な実施事項】
○住宅用の太陽光発電設備・エネファーム等の導入補助事業を実施。
○都市緑化推進のため、県立都市公園の整備、市町村による都市公園の整備を
　 推進。
○森林整備に対する補助事業を実施。
○環境学習関連講座への講師派遣、環境学習動画の配信を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大の影響により、環境学習の機会が減少し、県の講師
   派遣が減少。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：特に、家庭部門において排出量が減少傾向。家電製品のエネルギー
                  消費効率向上や省エネ・節電の取組の促進等によるものと推察。
社会目標②：全国傾向と同様、家電製品のエネルギー消費効率の向上や省エネ・
                  節電の取組の促進、世帯当たりの人員の減少等によるものと推察。

【施策実施に当たっての課題】
○様々な主体が連携し、引き続き、再生可能エネルギー活用や省エネルギー促進
　 の普及啓発、森林の整備等地域環境の整備、３Ｒの普及啓発や環境学習の推
    進等、各種施策の実施が重要。
○家庭における積極的な省エネルギー等の促進に取り組むことが重要。
○二酸化炭素吸収に資する森林整備の担い手確保、低コスト化に向けた基盤整
   備、技術体系の整備等が必要。
○県民の環境に対する意識醸成に引き続き取り組む必要。

【今後の取組の方向性】
○住宅用太陽光発電設備や省エネルギー設備等の導入補助事業の実施、県有
   施設への再生可能エネルギー等の導入、民間事業者や市町村に対する再生
   可能エネルギー等の導入支援に取り組む。
○家庭や事業所における省エネルギーの取組、照明のLED化や省エネルギー
   性能の高い家電製品への買替えの促進等について普及啓発に取り組む。
○森林整備の担い手確保のため、研修や安全対策への支援による林業事業体
   等育成、低コスト化に必要な作業道の整備、技術的知見の整理に取り組む。
○SNS活用等による環境学習関連事業の広報、インターネットを活用した環境
   学習動画の配信等、時代の要請に合わせた柔軟な手法による県民の環境に
   対する意識醸成及び行動変容に取り組む。

（前ページの続き）

社会目標 成人の週１回以上のスポーツ実施率

（現状値：46.5% 目標：60.0% R2実績：65.1%）

社会目標① 千葉県における二酸化炭素排出量
（現状値：76,228千t 目標：減少 R2実績：未判明（H28 73,689千t））

社会目標② 世帯当たりの電気・ガスの使用等に伴う
二酸化炭素排出量

（現状値：3.45t 目標：減少 R2実績：未判明(H28 3.1t)）
未判明

社会目標① 一人１日当たりの家庭系ごみの排出量
（現状値：523ｸﾞﾗﾑ 目標：500ｸﾞﾗﾑ R2実績：未判明（R1 519ｸﾞﾗﾑ)）

社会目標② 産業廃棄物の再資源化率
（現状値：54.4% 目標：61.0% R2実績：未判明（R1 46.8%)）

社会目標③ 産業廃棄物の最終処分量
（現状値：31.3万t 目標：31.0万t R2実績：未判明（R1 25.4万t)）

（前ページの続き） 資 料 ５
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本県の豊かな自然環境を保全し、自然との共生。良好な大気環境や、騒音の少ないくらし
の確保。河川・湖沼・海域などの水環境や、土壌・地下水などの地質環境を保全する。

定性
目標

野生動植物の種の保存を図る。生物多様性の保持する。人と野生動物と
が適切に共存できる環境を目指す。

定性
目標

５ みんなで守り育てる環境づくり
④ 野生生物の保護と適正管理③ 豊かな自然環境と良好な大気・水環境の保全

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅰ　安全で豊かなくらしの実現
※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

行政活動目標等の進展度
37.5% 60.0%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
75.0% 71.4% 28.6% 87.5%

【４年間の主な実施事項】
○大気常時監視測定局においてオキシダント（光化学スモッグの原因物質）や
   PM2.5等の大気環境の常時監視を実施。光化学スモッグ注意報等発令時に、
   市町村等を通じた広報、県ホームページで情報提供、メール配信による県民へ
   の注意喚起を実施。
○河川・湖沼・海域などを継続的に監視。水質汚濁防止法における特定施設の設
   置事業所に対する立入検査。生活排水対策として、市町村が行う合併処理浄化
   槽設置促進事業に対し助成を実施。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：原因物質の濃度が高くなる気象条件の発生頻度が少なかったと推
                　察。立入検査・適切な指導により目標達成に寄与。
社会目標②：気象条件の影響、閉鎖性水域での植物プランクトンの増殖等による
                　二次汚濁により、目標設定に対して水質改善が遅れている状況。

【施策実施に当たっての課題】
○常時監視の継続及びオキシダントの原因物質である工場や自動車から排出され
   る窒素酸化物やVOCの排出抑制等の対策が必要。
○工場・事業場等から排出される産業排水や一般家庭から排出される生活排水の
   対策等を更に進める必要。

【今後の取組の方向性】
○継続した大気環境の常時監視、工場等の固定発生源に対しての立入検査の実
   施。「夏季のＶＯＣ対策」の呼びかけ等、九都県市連携の取組の推進。光化学オ
   キシダントの生成機構の解明やさらなる排出抑制等に関する国の検討結果を
   注視する。
○ディーゼル条例による排出ガス対策やエコカー、エコドライブの普及等の取組を
   推進する。
○光化学スモッグ注意報等発令時に迅速に情報を伝達するための体制を維持
   する。
○河川等の公共用水域及び地下水の水質常時監視を継続して行う。工場・事業
   場への立入検査等を実施する。市町村に対する補助等を通じた合併処理浄化
   槽の設置促進する。
○閉鎖性水域の水質改善のため、東京湾の総量削減計画や印旛沼及び手賀沼
   に係る湖沼水質保全計画に基づき、総量規制等による産業排水対策や生活排
   水対策、市街地や畑地に由来する面源系汚濁対策など、多様な汚濁発生源に
   対する取組を強化する。

【４年間の主な実施事項】
○市町村が行う野生鳥獣捕獲事業の支援、有害鳥獣の有効な防除に必要な調
   査・研究を関係機関と連携して実施。
○カミツキガメに関し、集中的な防除を実施。防除計画を検証・改定。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、生態系保全に関する普及啓発は一部オン
   ラインで実施、狩猟免許試験は規模縮小、新人ハンター入門セミナー等をオン
　 ライン開催に変更。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：捕獲場所の見直し等により目標達成。
社会目標②：データ量増による生息数推定の精度の向上、平成29年度からR元年
                  度までの3年間を集中実施期として取組を行ったことによる捕獲数増
                  が寄与と推察。

【施策実施に当たっての課題】
○イノシシ捕獲数増に向け、捕獲の担い手の増、捕獲手法の普及が必要。
○カミツキガメの生息数を減少させるには、更に捕獲作業量を増加させる必要、
   生息環境ごとに適した捕獲方法の開発、集中的な捕獲作業を行う必要。
○希少種の保護・回復には、その種だけでなく生息･生育環境の回復も併せて
   必要なため、多くの時間と労力がかかることから、多くの関係者との調整を図り、
   手法の検討と継続的な取組を進める必要。
○野生鳥獣の被害対策について、防護柵や捕獲用わなの設置による防護、捕獲
   の強化や野生鳥獣の生息しにくい環境づくりを推進するため、地域住民と連携
    して取り組むことが必要。

【今後の取組の方向性】
○イノシシの捕獲について、獣害対策マニュアルを活用して、捕獲従事者、ＪＡ、
    市町村担当者等を対象に効果的な捕獲に係る講習会を実施する。
○カミツキガメ捕獲のワナ数を増強し、同時に多くのエリアで実施するとともに、
   回数を増加。ワナによる捕獲が最も効果的と考えられる6～7月に集中的に実施。
   令和2年度に改定した計画に基づき計画的な防除を実施する。
○希少種の保全には、種ごとに設置している協議会関係者とともに保全回復事業
   を実施する。
○野生鳥獣の被害対策について、生息域の拡大防止を目的に、分布域の外縁部
   での捕獲を継続して実施、ICT技術を活用し機械導入及びワナの増設などを
   促進する。

Ｈ29 H30 R1 R2
50.0% 50.0%

社会目標① 光化学スモッグ注意報の年間発令日数
（現状値：11日 目標：削減 R2実績：5日）

社会目標② 河川・湖沼・海域の水質環境基準達成率
（BOD・COD）

（現状値：74,1% 目標：80% R2実績：72.9%）

社会目標① イノシシの捕獲数
（現状値：22,574頭 目標：増加 R2実績：31,861頭)）

社会目標② カミツキガメの生息数
（現状値：約16,000頭 目標：減少 R2実績：未判明（R1 6,500頭)）

（前ページの続き）（前ページの続き） 資 料 ５
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定性
目標

親の妊娠・出産・子育てに対する不安や負担の解消する。
仕事と生活のバランスのとれた働き方の実現する。

定性
目標

保育サービス等の充実を図るとともに、子育てを地域社会全体で支える環
境づくりを推進する。

定性
目標

次代の担い手である子どもたちが心身共に健やかに生まれ育ち、社会的
にも経済的にも自立した若者に成長できるよう支援する。

R2
80.0% 80.0% 50.0%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29

① 安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり ② 地域による子育て支援の充実 ③ 子どもの健やかな成長と自立
１ 子どもと子育て世代への強力サポート体制づくり

※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅱ　千葉の未来を担う子どもの育成

【４年間の主な実施事項】
○子どもの保健対策の充実・保護者の経済的負担の軽減を図るため、
　 子ども医療費の助成を実施。
○子育て世代包括支援センターの設置を促進するため、市町村にアドバイザー
    を派遣。
○特定不妊治療（体外受精・顕微授精）に要する費用の一部について助成。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各種セミナー、センター研修等をオン
    ラインで開催。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：ワーク・ライフ・バランス普及促進のための取組、男女共同参画セン
　　　　　　　　ターの研修等参加により、男性の育児参加の機運を高め、目標達成
　　　　　　　　に寄与。
社会目標②：子育て世代包括支援センター設置支援事業により、アドバイザーの
　　　　　　　　派遣を行うなど、センター設置に向けた課題の解決や職員の資質向
                  上に寄与。

【施策実施に当たっての課題】
○子ども医療費については、全国どこでも同じ制度の下に、安心して医療を
    受けられる制度を創設することが必要。
○子育て世代包括支援センターがその機能を十分発揮できるよう、センター
   職員の資質向上が重要。
○年齢が妊娠出産に与える影響等正しい知識の普及啓発や、不妊は夫婦
    双方が協同して取り組む課題であるという理解を促す必要。

【今後の取組の方向性】
○子ども医療費の助成継続に加え、現物給付方式による統一的な子ども医療
    費助成制度を創設するよう、国に対して強く要望する。
○子育て世代包括支援センター保健師等専門職員を対象としたスキルアップ
    研修を継続する。
○特定不妊治療に要する費用の一部を助成するとともに、不妊に関する正し
    い知識を普及啓発するための広報活動を行う。

【４年間の主な実施事項】
○国交付金・県の上乗せ補助金等を活用し、民間保育所等の整備を助成。
○教育・保育の一体化を図るため、認定こども園の施設整備を助成。
○県独自の補助金等により、保育士の処遇改善を図った。潜在保育士への資金
   の貸付等も実施。
○放課後児童クラブの創設・運営等に対して助成。
○新たにウェブサイトを作成する等、チーパス事業の周知・普及に努めた。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、研修等の定員減など規模を縮小して
　 実施。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：民間保育所等の施設設備や保育士の確保、また、放課後児童クラブ
                  の施設整備、チーパスの周知・普及により、子育て支援サービスが
                  利用できるようになり、目標達成に寄与。
社会目標②：国の交付金等を活用し、保育所、認定こども園の保育部分及び小規
                  模保育事業所を整備したことなどが、待機児童数の減少に寄与した
                  ものと推察。
【施策実施に当たっての課題】
○民間保育所や認定こども園などの整備促進に加え、立地場所が少ない都市部
   での待機児童解消に向けて、保育所・小規模保育事業所の整備等を促進する
   必要。
○保育士の処遇改善に引き続き取り組むとともに、潜在保育士の再就職等を推進
   する必要。
○職員を対象とした保育事故防止に関する研修や施設への指導を、更に推進する
   必要。
○チーパスの認知度向上や全国展開等の情報について、子育て世帯や協賛店に
    対して広報啓発を行う必要。
【今後の取組の方向性】
○賃貸物件を活用した民間保育所の整備に係る助成制度等の一層の活用により、
    保育所整備を推進する。
○ちば保育士・保育所支援センターが主催する就職相談会を待機児童が多い
    地域で開催する等、潜在保育士等の活用に向けた取組を強化する。
○認可外保育施設のさらなる安全性の向上に向け、専門人材の派遣による指導
   を引き続き行うとともに、職員の研修について回数を増やして実施する。
○チーパスについて、効果的な広報を行うことで対象店舗の拡大を図り、
    県全体における子育て家庭への支援の輪をさらに拡大する。

【４年間の主な実施事項】
○産後ケア推進のため、専門職向けの研修会、アドバイザー派遣を実施。
○家庭的養護の推進に向け、里親登録数増加に向けた広報・イベントや研修等
   を実施。
○市町村に子ども家庭総合支援拠点の設置を促し、４年間で２０箇所設置。
○私立学校等が行う授業料減免事業及び入学金軽減事業に対して助成。
○新型コロナウイルス感染拡大の影響により、対面型のセミナー・イベントを自粛。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：民間保育所の施設整備や保育士の確保、民間事業者等との連携
                  により、多様な子育て支援サービスの取組に一定の効果があり
                  目標達成。
社会目標②：電話連絡や家庭訪問などに加えて、保育所や幼稚園等、他機関
                  との情報共有と連携により実態把握に努める必要。
【施策実施に当たっての課題】
○各市町村の実情にあった産後ケアの方法を検討し、実施していくための
    支援が必要。
○市町村子ども家庭総合支援拠点を設置する市町村が拠点の意義を十分
    に理解するための環境づくりや、未設置の自治体に対する丁寧な説明等
    が必要。
○里親制度のより一層の普及啓発が必要。ファミリーホームの設置促進、
    未委託里親に対する研修などを行い、子どもの委託先を確保する必要。
○健診未受診児の状況把握については、他機関との十分な情報共有と連携
    が必要。
【今後の取組の方向性】
○産後ケアが実施できていない市町村の課題を整理し、実施に向けた支援の
    強化を図る。
○市町村担当者向けの研修等により、必要性・重要性の理解を深めるよう取り
　 組む。
○関係団体と連携し、里親制度説明会やキャンペーン等による里親制度の
    普及・理解の向上を図る。里親支援機関等の関係機関と連携した継続的な
    里親支援の体制を整備する、里親に対する研修を充実させる。
○市長村等に、母子保健担当者会議等を通じて、健診未受診児の状況把握
    及び他機関との情報共有の重要性について、引き続き情報提供を行う。

H30 R1 R2
50.0% 62.5% 37.5% 25.0%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2

100.0% 88.9% 62.5% 66.7%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1

62.5%

資 料 ５（前ページの続き）

社会目標① 子どもを生み育てやすいと感じる家庭の割合

（現状値：77.2% 目標：80.0%以上 R2実績：83.1%）

社会目標② 子育て世代包括支援センターを設置した市町村数

（現状値：11市町村 目標：全54市町村 R2実績：53市町村）

社会目標① 子どもを生み育てやすいと感じる家庭の割合

（現状値：77.2% 目標：80.0%以上 R2実績：83.1%）

社会目標② 保育所等の待機児童数
（現状値：1,787人 目標：解消 R2実績：428人）

社会目標① 子どもを生み育てやすいと感じる家庭の割合

（現状値：77.2% 目標：80.0%以上 R2実績：83.1%）

社会目標② 1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査の
未受診児の状況把握

（1歳6か月 現状値：74.9% 目標：100% R2実績：81.4%）
（3歳 現状値:84.5% 目標：100% R2実績：82.7%）
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千葉県のポテンシャルを最大限に活用し、知・徳・体のバランスの取れた元気な人材を育てる教育環境、「教育立県
ちば」の土台をつくる。

R2
64.3% 58.3% 46.2% 54.5%

Ｈ29 H30 R1

【４年間の主な実施事項】
○「県立学校改革推進プラン」に基づく第4次までの実施プログラムの実施により、魅力ある高等学校づくりを推進。
○複数の教員による授業を行い、少人数指導による学力の向上を図ることにより、個に応じたきめ細やかな指導を充実。
○小・中・高等学校等に配置しているスクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーについて、配置の拡充を行うことにより教育
   相談体制を充実。
○児童生徒の危機予測能力・危機回避能力を養うため、地域防犯研修会等において「地域安全マップ」作成の実践発表等を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、特別支援学校との交流及び共同学習をビデオレターの交換等に変更した学校あり。読書や学習
   に役立つ子どものためのリンク集を作成。研修会を書面で開催。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：授業改善による児童生徒の実態に即した授業、学習サポーターの配置増加による学習支援等により目標達成。
社会目標②：少子化・核家族化といった環境の変化、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、規範意識や協調性を身に付ける機会が
                 減少。
社会目標③：学校法人の経常的経費に対する補助が目標達成に寄与と推察。
社会目標④：地域住民等による授業補助・部活動補助、校内外の環境整備、登下校見守り等、地域学校協働活動を推進。
　　　　　　　　　（令和元年度以降、調査なし）
社会目標⑤：障害者差別解消法の施行に伴い、合理的配慮の提供が義務化。個別の教育支援計画の作成・活用について、学習指導
                要領に明記され、重要性の理解促進により目標達成。

【施策実施に当たっての課題】
○地域学校協働本部の現状を把握し、地域ごとの課題の整理、本部の有用性や効果の周知により、県内各地域に地域学校協働本部の
    設置の推進が必要。
○スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置を充実、また、十分な配置時間の確保、SNSを活用した相談事業の規模
    拡充が必要。
○在籍者数の増加が著しい特別支援学校については、過密状況への対応を図る必要。
○「個別の教育支援計画」の作成・活用の充実、高等学校における「通級による指導」など連続性のある多様な学びの場の充実が必要。
○「通学路あるいは学区内の危険個所の点検、巡回」については、学校安全強化月間や各種研修会等を通して一層の周知が必要。

【今後の取組の方向性】
○地域学校協働活動推進委員会において各地域の取組や、学校と地域の連携の状況を把握し、地域学校協働本部の設置や運営上
    の課題を整理する。
○スクールカウンセラーの計画的な小学校への配置を進め、未配置高等学校では定期的にスクールカウンセラーとの面接ができるよう
   に工夫する。家庭環境等に課題を抱えた児童生徒に対して、関係機関との連携を充実させる。
○特別支援学校の過密状況は、「第２次県立特別支援学校整備計画」に基づき、特別支援学校の新設を含めた整備を行い、計画
　 的に対応。
○支援対象の幼児児童生徒全員についての「個別の教育支援計画」を作成し、評価や引継ぎを適切に行い、切れ目のない指導支
　 援を推進する。高等学校における「通級による指導」など、個々の障害に応じた連続性のある多様な学びの場の充実を図る。
○学校安全に関する教員向けの研修を推進、通学路推進事業において、モデル地域と学校を指定し、通学路の交通安全について
　 県内に情報発信する。

行政活動目標等の進展度
Ｈ29

定性
目標

自らの生き方を考え、志を持ち、失敗を恐れずにチャレンジする精神に溢れ、知・徳・体のバランスがとれた「生きる
力」や勤労観・職業観を備えた、世界に通じる人材を育成する。

定性
目標

R2H30 R1
66.7% 44.4% 55.6% 20.0%

行政活動目標等の進展度

２ 世界に通じ未来支える人づくり

① 志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材の育成 ② ちばのポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり

【４年間の主な実施事項】
○市町村立小・中学校に学習サポーターを派遣し、学習支援、授業支援、家庭学習充実に向けた支援を実施。
○心の教育推進キャンペーンで実践事例集や啓発ポスターを作成し、県内公立学校（千葉市除く）に配布。
○生徒がスポーツに親しむ基礎を培うため県立学校運動部活動に外部指導者を派遣。
○児童生徒の外国語能力の向上・国際感覚の涵養を図るため、外国語指導助手を配置。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、授業公開の機会が減少、体力テスト未実施。一斉休校の期間には県教育委員会が
　 自宅学習に活用することができる小・中学校、特別支援学校の幼児児童生徒向けの授業動画を作成。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：授業改善による児童生徒の実態に即した授業が展開され、学習サポーターの配置増加による学習支援等に
                  より目標達成。
社会目標②：少子化・核家族化といった環境の変化、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、規範意識や協調性を身に
                  付ける機会が減少。
社会目標③：スマートフォンの普及等が子どもたちの運動時間の減少につながっているとの指摘があり、近年減少傾向。 R2
                  年度は新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、体力テストは未実施。
社会目標④：英語教員対象の研修の充実、令和２年度から小学校において英語が教科として実施され英語教員の意識が
　　　　　　　　高まっていると推察。
【施策実施に当たっての課題】
○子どもたちの学習意欲向上やICT活用を含めた教員の授業力向上等に向けた取組の推進、また、全国学力・学習状況
    調査の分析結果を児童生徒や保護者と共有し、次の学習につなげていく取組を進める必要。
○子どもたちの規範意識の向上や協調性の醸成に向けて、新型コロナウイルス感染拡大の状況においても工夫を凝らし
   ながら地域や保護者とも連携した取組を推進、児童生徒の発達段階に応じた情報モラル教育の充実が必要。
○子どもたちに健康で安全な生活を営むために必要な身体能力、知識、望ましい生活習慣を身に付けさせること、日常的
   に 運動をしていない子どもに対し、運動・スポーツの楽しさを体験させていくことが必要。保健指導や食育等を通じた
    健康づくりをより一層推進していくことが必要。
○公立学校の英語教員の英検準１級等取得率向上のため、より多くの教員が英検等の外部試験を受験できるように努め
   る必要。
【今後の取組の方向性】
○新学習指導要領に基づき、子どもたちの学習意欲や学力の向上に向けて、「ちばっ子『学力向上』総合プラン」で重点的
    に取り組む。市町村教育委員会に対し、全国学力・学習状況調査の分析結果の活用と、結果に基づく授業改善の推進
    について働きかけ実施する。
○新型コロナウイルス感染拡大の状況においても工夫を凝らしながら、体験活動の機会を提供し、子どもの規範意識・
    協調性等を養う。情報モラル教育研修について、関係機関等と連携し、研修開催方法を工夫しながら、指導内容や
    指導方法を研究し、指導力向上を図る。
○学校授業において、仲間と楽しく協力しながら運動することを通じて、子どもたちの体力向上を図るとともに、指導者の
    養成と資質向上を図る。学校保健の充実を図るとともに、安全・安心な学校給食の提供や、食に関する指導に係る全体
    計画に基づいた指導の充実を推進する。
○外国語指導助手の効率的な配置の検討、外国語指導教員の資質向上に向けた研修の実施や語学力の高い
　 教員を採用する。

Ⅱ　千葉の未来を担う子どもの育成
※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

社会目標① 学習指導に満足している
保護者の割合

（現状値：80.7% 目標：増加 R2実績：81.4%）

社会目標② 子どもの規範意識や協調性に
満足している保護者の割合

（現状値：87.5% 目標：増加 R2実績：82.8%）

社会目標③ 小学校における体力テスト
の平均点

（現状値：49.3点 目標：50.0点 R2実績：実施なし（R1 48.9点)）

社会目標④ 公立学校の英語教員の
英検準1級等取得率

（現状値：中31.5% 高46.1% 目標：中50.0% 高75.0%
R2実績：中37.2% 高60.8%）

達成率
中30.8%
高50.9%

算定不可

達成率
0%

達成率
100%

社会目標① 学習指導に満足している保護者
の割合

（現状値：80.7% 目標：増加 R2実績：81.4%）

社会目標② 子どもの規範意識や協調性に
満足している保護者の割合

（現状値：87.5% 目標：増加 R2実績：82.8%）

社会目標③ 私立学校における教員一人
当たりの生徒等の数

（現状値：17.8人 目標：減少 R2実績：16.9人）

社会目標④ 地域人材を講師に招いて
授業を行った学校の割合

（現状値：小75.2% 中52.4% 目標：小80.0% 中61.2%
R2実績：調査なし(H30 小78.8% 中64.5%）

社会目標⑤ 幼・小・中・高等学校の個別
の教育支援計画作成率

（現状値：92.9% 目標：97.7% R2実績：97.9%）

資 料 ５（前ページの続き）
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定性
目標

教育立県「ちば」を実現するため、地域住民の絆を深め、つながりや支え合いによる地域コミュニティの形成や、学
校、家庭、地域、企業、高等教育機関などが力強く連携・協働し、人づくりの力を結集する。

子ども・若者の健やかな成長と社会的な自立を支援する。定性
目標

行政活動目標等の進展度
Ｈ29

④ 多様化する青少年問題への取組③ 教育の原点としての家庭の力の向上と人づくりのための連携

H30 R1 R2
87.5% 77.8%83.3% 50.0% 66.7% 66.7% 55.6% 33.3%

H30 R1 R2

２ 世界に通じ未来支える人づくり

行政活動目標等の進展度
Ｈ29

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅱ　千葉の未来を担う子どもの育成
※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

【４年間の主な実施事項】
○学校・家庭・地域が連携した家庭教育を推進するため、家庭教育支援チームを設置する市町村へ補助金交付。
○教職員・保護者・地域住民が様々な教育課題について話し合う「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」を開催。
○経済的理由で修学が困難な制度を支援するため、「千葉県奨学資金」の貸付を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大の影響により、教職員・保護者・地域住民が教育課題を話し合う集会の機会が減少、地域活
　 動協働活動推進員研修の一部を中止。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：少子高齢化の進展等に伴い、地域に求められる連携の在り方が多様化。新型コロナウイルス感染症拡大の影響
                  により、学校・家庭・地域が共に活動する機会が減。
社会目標②：地域や保護者と連携して、集会を実施することについて啓発を進めてきたことの効果。地域と学校が連携協働
                  して様々な活動を行う地域学校協働本部の増加傾向により、学校と地域の連携が推進されていることが寄与。
社会目標③：スクールカウンセラー年間配置時間総数増加等により、子どもや保護者への相談対応等の充実が一定の寄与。

【施策実施に当たっての課題】
○地域住民と連携した開催を更に推進するため、新型コロナウイルス感染症の影響下における集会の持ち方を工夫していく
   ことが必要。
○個々の不登校児童生徒及び保護者に適切な支援を行うため、専門家や関係機関と連携した校内支援体制の構築や、
   教員の資質向上が課題。
○経済的な支援を必要とする全ての生徒が千葉県奨学資金制度を活用することができるよう伝えることが必要。

【今後の取組の方向性】
○「学校を核とした県内1000 か所ミニ集会」のテーマの設定例や実施方法をウェブサイトに掲載するなど、一層の啓発に努め
   る。新型コロナウイルス感染症の影響下における実施の工夫について検討する。
○スクールカウンセラーの配置を計画的に行い、いじめ、不登校等の早期発見・早期対応や暴力行為などの問題行動の低年
   齢化に対応高等学校においては、未配置校でも定期的にスクールカウンセラーとの面接ができるよう工夫。
   スクールソーシャルワーカーの在り方を検討、家庭環境等に課題を抱えた児童生徒に対して、環境への働きかけや関係機
   関との連携をこれまで以上に充実する。
○学校を通じて配布するリーフレットの内容を工夫したり、様々な機会を捉え、千葉県奨学資金制度の更なる周知に努める。

【４年間の主な実施事項】
○社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の様々な悩みを専門の相談員が聞き、必要な情報の提供や助言、
   適切な支援機関の紹介等を行う「千葉県子ども・若者総合相談センター（ライトハウスちば）」において電話相談・（H29以
   降）面接相談に対応。
○街頭補導活動及び啓発活動を行う県下一斉合同パトロールを実施。小学5年生・新中学校の保護者及び新高校生の全
   員に非行防止啓発リーフレットを配布。
○児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止する改正青少年健全育成条例を施行（R2年度）。
○青少年健全育成条例に基づく立入検査や、インターネット適正利用啓発講演、ネットパトロール等を実施。
○県警において「ネット安全教室」、「サイバーパトロール（インターネット上に氾濫する有害情報から少年を守る）」等を実施。
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県下一斉合同パトロールを中止、青少年相談員を対象とした研修会の
　 一部を動画配信やＤＶＤ作成などの資料配布に変更。

【社会目標の要因分析】
○青少年のネット被害防止対策（ネットパトロール（ＳＮＳなどの監視））マニュアル周知のための説明会を実施し、目標達成に
　 寄与。

【施策実施に当たっての課題】
○社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者に適切な支援を行うためには、相談窓口の周知や 関係機関の連携
   した取組を推進していくことが必要。
○非行・犯罪被害防止等に向け、地域の実情に精通している青少年補導員等の活動を引き続き支援、広報・啓発を継続的
   に行うことが必要。
○青少年相談員相互の連携を深め資質を向上させることにより、青少年にとって魅力ある活動を行うことが必要。
○スマートフォンやSNSの普及により、青少年がいじめや犯罪に巻き込まれるリスクが増加しており、青少年を守るための取組
    が必要。

【今後の取組の方向性】
○「千葉県子ども・若者総合相談センター（ライトハウスちば）」において、広報を充実するとともに、オンラインによる面接相談
   を実施し、より多くの子ども・若者が適切な支援先に繋がるよう支援する。
○青少年補導（委）員大会の共催や、県下一斉合同パトロールを実施するなど、青少年補導員及び青少年補導センター等
   の関係機関との連携を図るとともに、青少年補導員等の活動への支援などにより、地域一体となった非行防止の取組を推
   進する。
○青少年相談員の資質向上と相互連携を図るための研修会等を開催、地域における青少年相談員活動への支援を行い、
   活動を推進する。
○ネットパトロールを実施し、関係機関と協力し、指導や保護につなげる。ネットパトロールで得た知見を基に、インターネット
   に起因するトラブルの事例や対応策などを各市町村に共有することで、地域において見守る体制作りを推進する。

（前ページの続き）

社会目標① 学校・家庭・地域が連携している
と考える保護者の割合

（現状値：85.2% 目標：増加 R2実績：84.1%）

達成率
0%

社会目標② 教育課題について語り合う
集会を地域住民と連携して
企画運営している学校の割合

（現状値：66.7% 目標：72.0% R2実績：76.5%）

達成率
100%

社会目標③ 公立高等学校における不登校・
中途退学生徒の割合

（不登校 現状値：2.5% 目標：減少 R2実績：未判明（R1 2.4%))
（中途退学 現状値：1.2% 目標：減少 R2実績：未判明（R1 1.0%))

未判明 社会目標 青少年のネット被害防止対策（ネットパトロール）を実施している市町村数

（現状値：4市町村 目標：12市町村 R2実績：14市町村）

資 料 ５（前ページの続き）
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定性
目標

魅力的な観光地づくりを推進する、交流人口の拡大と移住・定住の促進を
図り、地域の活性化を目指す。

定性
目標

国際交流・協力の活発化、県内企業の海外取引、県産農林水産物輸出の
促進、観光・ＭＩＣＥ誘致の展開、多文化共生社会づくり

定性
目標

京葉臨海コンビナートの競争力強化、成長分野の振興や企業立地の促進、新製
品・新技術の開発への支援などにより、県経済の活力向上を図る。

Ⅲ　経済の活性化と交流基盤の整備

① 千葉の「宝」を生かした観光立県の推進と移住・定住の促進 ② 国際都市として発展するＣＨＩＢＡづくり ① 県経済の活力を生み出す産業の育成と企業立地の促進
１ 国内外の多くの人々が集う魅力ある県づくり ２ 挑戦し続ける産業づくり

 

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
84.6% 64.3% 53.8%

※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
60.0% 66.7% 44.4% 37.5%

36.4%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
80.0% 90.0% 75.0% 54.5%

【４年間の主な実施事項】
○魅力ある観光地づくりに向け観光公衆トイレや駐車場などの整備を補助。地域
   資源の活用等により持続可能な観光地域づくりを目的とした観光コンテンツの
   充実や観光プロモーションなどに取り組む市町村を補助。
○海外の旅行博への出展、現地商談会への参加等を実施。
○市町村等と連携した都内の移住セミナー等を開催。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、観光商談会を感染拡大防止を講じた上
   で実施。研修等をオンラインで開催。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：県観光ホームページ、SNSを活用した情報発信、観光施設の整備
                　が増加に寄与。（令和2年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で
                　減少見込み）
社会目標②：様々な手法による海外プロモーション展開等により、外国人延宿泊
                  者数が増加するなど、宿泊客数の増加に寄与。
【施策実施に当たっての課題】
○本県への観光客は日帰りの割合が高く、宿泊を伴う観光や滞在の長時間化を
   促す必要。
○県観光ホームページにおいて、タイムリーで効果的な情報発信が必要。
○海外からの渡航が本格化し、インバウンド需要が回復した際には、一早く本県
   を目的地として選んでもらえるよう、効果的なプロモーションが必要。
○セミナー等における幅広い相談機会を確保、移住検討者ごとに、その志向や特
   性に合わせた情報提供や移住支援を実施することが必要。
【今後の取組の方向性】
○観光地魅力アップ整備事業について、補助制度の利点を十分に示しながら広く
   周知する。観光地域づくり育成支援事業について、アドバイザー派遣を行い、
   「新しい生活様式」に対応した観光地域づくりを促進する。
○県観光ホームページの認知度向上を図るため、多様なコンテンツを作成し、幅
   広い魅力的な観光情報の掲載を継続する。SNSを活用して、タイムリーな情報
   発信を実施する。
○首都圏、東北圏及び中京圏等でのプロモーションを積極的に展開、県内観光
   関係者が現地訪問を行うことなどによる誘致活動を実施する。
○各国の新型コロナウイルス感染症の収束状況を見極めながら、誘客可能となっ
    た国、地域から国（JNTO)と連携して現地プロモーションを実施する。
○市町村が行う移住・定住促進のための取組を支援、市町村と連携してホーム
 　ページなど各種媒体を活用した情報発信や移住フェアへの出展を行う。

【４年間の主な実施事項】
○姉妹州である米ウィスコンシン州、姉妹都市である独デュッセル ドルフ市、友好
　 都市である台湾・桃園市との交流促進。
○各種会議を開催し、関係団体と外国人県民支援施策に関する情報を共有する
   とともに団体相互の連携を促進。
○新たに輸出に取り組む生産者団体等への助成、海外でのフェアを開催。
○H28作成の外国人向けＰＲ用観光ガイドマップに新スポット設定・ルート拡充等を
   実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、関係機関との会議の一部をウェブで開催、
   観光商談会を感染拡大防止を講じた上で実施。
【社会目標の要因分析】
○国際交流協会未設立の市町村や民間団体において、情報不足等により、設立
   に向けた気運が高まっていない、新たな国際交流・協力活動を開始しにくい
   状況。
○新型コロナウイルス感染症拡大防止のための出入国制限及び国内での行動制
   限により、新たに国際交流・協力活動を開始しにくい状況。
【施策実施に当たっての課題】
○ウェブによる交流など、新たな交流形態の検討や、参加の敷居を低くする工夫
　 をすることが必要。
○語学ボランティアの能力やモチベーションが低下しないように努めることが必要。
○海外展開を検討している中小企業を掘り起こし、県やジェトロの各種支援策
   を正しく理解し効果的に活用してもらうことが必要。
○インバウンド需要が回復した際には、一早く本県を目的地として選んでもらえる
    よう、SNSを活用した情報発信等の効果的なプロモーションが必要。
○本県へのMICE誘致についてオンライン形式など新しい形式の誘致活動への対
　 応が必要。
【今後の取組の方向性】
○新たな交流形態による交流を実施、参加用ソフトウェアの使用方法を案内する
   などの工夫を行う。
○活動機会に関する情報を関係機関から収集し、語学ボランティア制度の活用
   を図る。
○企業の海外展開を支援する支援機関との情報共有、密な連携により、企業の
   課題やニーズを把握し、適切な情報提供や支援を実施する。
○ＳＮＳを活用した情報発信、各国の新型コロナウイルス感染症の収束状況を
   見極めながら、誘客可能となった国・地域から国（JNTO)と連携して現地プロモ
　ーションを実施する。
○MICEの誘致については、新しい形式の誘致活動に対応、関係機関との連携
　 強化を図り、情報共有や誘致活動を行うことなどによって、より一層の誘致
    競争力の強化に努める。

【４年間の主な実施事項】
○京葉臨海コンビナートの生産性向上・強じん化や防災力の強化に関する支援拡
   充について、国へ働きかけを実施。
○県内への企業誘致を推進するため、知事トップセミナーの開催や国内外企業へ
　 のアンケートや電話相談等を踏まえた企業訪問活動の実施、さらには企業誘致
　 プロモーション動画の配信など、様々な方法により国内外への企業誘致活動を
　 実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、対面型の研修・セミナーや訪問による企業
   誘致活動をオンライン等で実施。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：原油価格の変動等による本県主要産業への影響に加え、令和元年
　　　　　　　  度は台風被害による企業の操業への影響。
社会目標②：道路アクセスの充実等の本県の立地優位性を積極的にアピール、
                  市町村や金融機関、デベロッパーなどとの連携による効果。
【施策実施に当たっての課題】
○京葉臨海コンビナートの競争力強化や成長産業の育成、企業集積、研究拠点、
   インキュベーション施設等、本県の持つ優位な資源を活用して、新事業や新産
   業の育成をすることが必要。
○製造業における中小企業の人手不足等への対応に向けた生産性向上のため
   に、IoTの導入を促進していくことが必要。
○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた、新しい誘致活動の実施が必要。
   成長分野にも注視し、最新の企業の投資動向を把握。市町村と連携し、地域
   の実情に応じた企業誘致に取り組むことが必要。
【今後の取組の方向性】
○京葉コンビナートにおいて、規制緩和等の課題を整理・集約しながら国への
   働きかけ等を行う。専門人材の活用等を通じたものづくり中小企業の新規参入
   支援を実施する。
○研究開発コーディネーターの設置により産学官・企業間の連携促進、ものづく
   り産業における基盤技術の高度化を図る。
○各企業におけるIoTの利活用を通じた生産性向上を実現させるため、セミナー、
   実習講座等の開催や専門家派遣を実施。ワンストップ窓口やIoT体験ラボの設
　 置によ   り、企業がIoTに触れる機会の提供やIT企業とのマッチング支援を行う。
○コロナ禍でも実施可能な誘致活動を継続的に実施、状況に合わせて工夫した
   誘致活動を実施。立地企業補助金制度等の周知や有効活用、市町村や地元
   金融機関等との連携を図る。

社会目標① 観光入込客数
（現状値：1億7,370.5万人 目標：1億9,000万人 R2実績：未判明（R1 1億8,589.8万人）

社会目標② 宿泊客数
（現状値：1,766.3万人 目標：2,000万人 R2実績：未判明（R1 2,010.1万人））

社会目標 国際交流・協力活動を展開している団体数

（現状値：176団体 目標：194団体 R2実績：180団体）

達成率
22.2%

社会目標① 県内製造品出荷額等
（現状値：13兆8,743億円 目標：増加 R2実績：未判明（R1 12兆5,216億円）

社会目標② 県内への企業立地件数
（現状値：54件 目標：200件 R2実績：249件）

（前ページの続き） 資 料 ５（前ページの続き）
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定性
目標

経済環境の目まぐるしい変化に対応し、成長していく中小企業の経営基盤
の強化を進める

定性
目標

小規模事業者の取組や起業・創業への支援を通じて地域密着型産業の育成を図
ることにより、地域づくり、まちづくりと連携した地域経済の活性化を進める。

定性
目標

女性の活躍に向けた意識の変革、仕事と家庭の両立に向けた環境整備や多様な働き方
への支援などを通じて、女性がその意欲と能力に応じて活躍できる社会づくりを進める。

② 中小企業・小規模事業者の経営基盤強化 ③ 地域の創意工夫による経済活性化の取組の促進
３ 経済の活性化を支える人づくり
① 女性の活躍推進

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅲ　経済の活性化と交流基盤の整備
※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

２ 挑戦し続ける産業づくり

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
57.1% 57.1% 64.3% 50.0%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
77.8% 62.5% 62.5% 37.5%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
62.5% 85.7% 66.7% 42.9%

【４年間の主な実施事項】
○金融機関・信用保証協会等と連携し、中小企業が必要な事業資金を低利かつ円
   滑に供給。
○チャレンジ企業支援センターにおいて、経営や金融、創業等に関する相談、専
　 門家派遣等、ワンストップで中小企業に対する支援を実施。
○チャレンジ企業支援センターに新たに事業承継プロジェクトマネージャーを配置
   し、事業承継に関する中小企業者への相談を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一部のセミナーをオンライン開催。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：原油価格の変動等による本県主要産業への影響に加え、令和元年
                  度は台風被害による企業の操業へ影響。
社会目標②：東京に隣接しており、また大規模卸売市場が県内に立地していない
                  流通構造から、メーカーと小売業者による直接取引が増加している
                  こと等が増加傾向の要因と推察。
【施策実施に当たっての課題】
○資金面や相談体制の充実などの支援に加え、起業家を応援する機運を高めて
   いくことが必要。
○国や関係機関と連携して、きめ細やかな相談対応、専門家派遣による経営支
   援、経営革新計画の作成支援などを行うことにより、中小企業の経営力の向上
　 を図ることが必要。
○技術力や製品開発力などを持った企業に対して、金融、販路開拓、製品のブラ
   ンド化など、さまざまな分野での支援が必要。
○事業承継支援機関と経済団体、公的団体等により構築されたネットワークの更な
   る強化、県内の中小企業の事業承継の促進が必要。
【今後の取組の方向性】
○県制度融資の創業資金を利用する際に必要となる信用保証料の1/2に相当す
   る額を補助、クラウドファンディングに係る初期費用の助成等により起業・創業を
   促進。
○経済団体などの支援機関との密接な連携により、チャレンジ企業支援センター
   の活用を促進、専門家派遣制度を活用した適切な助言。
○中小企業の資金繰り支援、優れた県内企業の製品を「千葉ものづくり認定製品」
   として認定、県外での発注案件開拓や下請け中小企業の技術力や製品を大手
   企業に提案する場の提供。
○事業承継ネットワークや事業引継ぎ支援センターについて、積極的に広報・活
   用を促進し、円滑な承継を支援する。

【４年間の主な実施事項】
○地域資源を活用した新商品・新サービスの事業化について、アドバイザーを配置
   して支援。「ちば農商連携事業支援基金」により助成して農商工連携を推進。
○「ちば起業家交流会」等を開催し、起業応援の機運醸成。

【社会目標の要因分析】
社会目標①：原油価格の変動等による本県主要産業への影響に加え、令和元年
                  度は台風被害による企業の操業へ影響。
社会目標②：東京に隣接しており、また大規模卸売市場が県内に立地していない
                  流通構造から、メーカーと小売業者による直接取引が増加している
                  こと等が増加要因と推察。

【施策実施に当たっての課題】
○県内中小企業者が農林漁業者や企業との新たな地域ネットワークを構築し、地
   域ブランド力を強化することや、連携により開発された商品の消費者ニーズに対
　 応した販売展開へつなげることが必要。
○伝統的工芸品について、販路拡大・後継者育成が必要。地域の観光資源として
   発信し、観光誘客に繋げることが必要。
○起業・創業時だけでなく、その後経営が安定するまでの継続的な支援が必要。
○再生可能エネルギー等の活用に向けた取組に対する補助制度の普及啓発・
   先進事例等の情報提供が必要。

【今後の取組の方向性】
○商談会の開催や地域連携コーディネーターの設置等により、地域活性化を目指
   す事業者及び地域の連携を促進。消費者ニーズを捉えた商品改良、官民の関
   係機関が連携した6次産業化及び農商工連携の推進協議会を引き続き開催。
○伝統的工芸品について、訪日外国人や購買意欲が高い層が集まる場所等で展
   示会を開催。 様々な広報媒体を活用して、地域の観光資源としての発信強化。
○起業家交流会の参加者を対象としたスキルアップ研修、ビジネスプラン・コンペ
   ティションの受賞者に対する専門家派遣等、経営が安定するまでの一貫したフォ
   ローアップ支援をより一層手厚く実施。
○再生可能エネルギーを活用した企業等が市町村と連携して行う地域振興の取組
   を引き続き支援する。再生可能エネルギーに関する国の補助制度や先進事例等
   について積極的な情報提供する。

【４年間の主な実施事項】
○働き方改革に取り組む県内中小企業にアドバイザーを派遣して支援。
○千葉県ジョブサポートセンターにおいて、子育て中の女性等を対象とした就労相
   談・企業との交流会等、再就職支援を実施。
○男女共同参画推進連携会議においてシンポジウム・研修会を開催。
○新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、各種セミナー等をオンラインで開催、講
　 座の規模縮小。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：働く女性の5割弱が出産を機に退職、仕事と子育て・家事との両立が
                  困難であること等を理由に、働くことができないでいる状況。
社会目標②：特定分野における女性人材が少ない、審議会等改選時における担
                  当課との事前協議時間が不十分。
【施策実施に当たっての課題】
○働き方改革の推進やワーク・ライフ・バランスの更なる理解促進のため、国や関
   係団体と連携し、企業や県民に情報発信して意識啓発を図るとともに、誰もが
   働きやすい職場環境の整備への支援等を引き続き実施し、より多くの企業に取
   組を広げていくことが必要。
○勤務時間や勤務地など多様化する求職者ニーズに沿った支援を行うとともに、
　 県内各地域に住む県民の利便性向上を図ることが必要。
○県の審議会等について、女性人材が少ない分野（土木、農林、水産、防災等）
   の女性人材リストのより一層の充実・検索機能の改善、庁内各課への更なる活用
   を促進することが必要。
【今後の取組の方向性】
○「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」を通じて働き方改革を推進。働き方改
   革に取り組む県内企業にアドバイザーを派遣。好事例集の活用促進や、テレワ
   ークの導入支援を行うことにより、働き方改革の更なる普及を啓発。
○千葉県ジョブサポートセンターにおいて、多様化する求職者ニーズに応じた情報
   提供。県内各地に住む県民の利便性向上を図るため、ハローワークや市町村と
   の連携を一層強化し、出張セミナー・出張相談会や相談支援等を実施するととも
   に、オンラインによる支援の拡充。
○市町村や各種団体及び庁内各課等へ女性人材の情報提供を依頼。女性人材
   リストの分野ごとの検索機能を改善。庁内各課との調整に十分な時間を確保
   し、積極的な働きかけを実施。

社会目標① 県内製造品出荷額等
（現状値：13兆8,743億円 目標：増加 R2実績：未判明（R1 12兆5,216億円）

社会目標② 県内年間商品販売額
（現状値：10兆6,256億円 目標：増加 R2実績：未判明（H30 12兆2,797億円）

社会目標① 30歳代後半女性の有業率（25～29歳と35～39歳の差）
（現状値：差13 目標：差8.2以下 R2実績：未判明（H29 差15.8））

社会目標② 県の審議会等における女性委員割合

（現状値：29.1% 目標：40.0% R2実績：30.3%）

未判明

（前ページの続き） 資 料 ５（前ページの続き）

社会目標① 県内製造品出荷額等
（現状値：13兆8,743億円 目標：増加 R2実績：未判明（R1 12兆5,216億円）

社会目標② 県内年間商品販売額
（現状値：10兆6,256億円 目標：増加 R2実績：未判明（H30 12兆2,797億円）
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定性
目標

定性
目標

効果的な職業能力開発の推進。きめ細やかな就労支援に取り組む。起
業・創業支援や、企業における働きやすい良好な職場環境づくりを促進。

定性
目標

力強い農林水産業の確立により、「農林水産王国・千葉」の復活を目指
す。農林漁業者の所得向上を図る。

都市と農山漁村の交流を促進し、地域が一体となった農山漁村の活性化
を図る。

３ 経済の活性化を支える人づくり ４ 豊かな生活を支える食と緑づくり

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅲ　経済の活性化と交流基盤の整備

② 雇用対策の推進と産業人材の育成 ① 産地の戦略的な競争力強化と高収益型農林水産業への転換 ② 緑豊かで活力ある農山漁村づくりの推進

※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
90.9% 80.0% 80.0% 40.0%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
75.0% 80.0% 48.5% 38.2%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
81.8% 90.9% 80.0% 72.7%

【４年間の主な実施事項】
○ジョブカフェちばで、ハローワークと連携し、若年求職者を対象とする個別相談・
   各種セミナー、企業説明会等を実施。
○千葉県ジョブサポートセンターで主に子育て中の女性や中高年齢者を対象に
   就労相談・セミナー、企業との交流会等、再就職支援を実施。
○県立高等技術専門校において、施設内職業訓練を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、各種セミナー・シンポジウムのオンライン
   開催・オンデマンド配信、非対面型の相談強化。
【社会目標の要因分析】
○R1まで雇用情勢が改善傾向であったことや、R2から非対面型の相談などの求職
　 者ニーズに沿った支援を行ったことにより目標達成。
【施策実施に当たっての課題】
○ジョブカフェちばの対面型・非対面型のサービスについて、利用者のニーズ等を
　踏まえ、内容や回数の充実を図っていくことが必要。ジョブカフェ利用者の掘り起
　こしも図ることが必要。
○千葉県ジョブサポートセンターにおいて、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大
　 防止策を適切に講じながら、雇用情勢の悪化などにより増加する求職者の支援
　 ニーズに的確に対応していくことが必要。
○県立高等技術専門校に対する高校生の認知度が低いため、広報強化が必要。
○離職者等再就職訓練において、訓練ニーズを把握し就職に有効な訓練コースを
　 設定することや、ハローワーク等における就職支援の強化が課題。
○働き方改革の推進やワーク・ライフ・バランスの更なる理解促進のため、国や関係
　 団体と連携し、企業や県民への情報発信や職場環境の整備を実施し、多くの企
   業に取組を広げることが必要。
【今後の取組の方向性】
○セミナーや交流イベント、WEBを利用した相談・模擬面接などのサービス提供、
　　教育機関と連携した合同企業説明会の開催や教育機関へのカウンセラー派遣
　　を行い、利用意欲の喚起及びジョブカフェちばの認知度の向上を図る。
○千葉県ジョブサポートセンターにおいて、求職者一人一人にあった、きめ細かい
　支援を行う。ハローワークや市町村との連携を一層強化し、出張セミナー・出張
　相談会や相談支援等を実施。オンラインによる支援を拡充する。
○県立高等技術専門校の認知度を高めるため、就職支援員による学校訪問等を
　 中心とした広報・ＷＥＢ広告等を実施する。
○離職者等再就職訓練において、多様な訓練を実施。訓練期間中からハローワー
   クでの就職支援の徹底する。
○「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」を通じて働き方改革を推進。働き方改
　革に取り組む県内企業にアドバイザーを派遣する。好事例集の活用促進や、テレ
　ワークの導入支援を行うことにより、働き方改革の更なる普及啓発を図る。

【４年間の主な実施事項】
○農林業では主要野菜の産地間連携や乾燥調製施設等の機能強化等、水産業
　 では、施設整備への支援、計画的な種苗放流等を実施。
○海外でのフェア開催等、国内外の販路拡大を図った。6次産業化の取組を支援。
○担い手への農地集積を促進。新規就業促進、定着のため、各種研修等を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一部フェアの中止、Web商談会の実施、
　 一部の研修・セミナーをオンライン開催。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：気候の影響による価格低下・房総半島台風等による被害により減少
                  傾向。
社会目標②：計画的な種苗放流の実施・試験研究成果の普及促進等により増加
                  傾向。
【施策実施に当たっての課題】
○コロナ禍により、外食向けの農林水産物を中心に消費が低迷し、価格が下落す
   る等の影響を受けており、新しい生活様式に対応した販売体制の構築・販路拡
   大等に向けた対応が必要。
○高病原性鳥インフルエンザの相次ぐ発生に伴い、県内の採卵鶏等の殺処分を
　 実施したため、養鶏農家の支援等が必要。
○生産基盤の強化や高性能省力化機械等の導入、作業工程の一部外部化など
   のコスト縮減への取組が重要。
○加工・業務用などの大口需要への対応、高付加価値化、輸出を含めた販路拡
   大などが必要。
○水産資源の適切な管理とつくり育てる漁業を推進し、水産資源の維持増大を
   図ることが重要。
○新たな担い手の確保とともに経営感覚に優れた担い手や営農組織の育成が
   必要。
【今後の取組の方向性】
○新しい生活様式に対応した販売体制の構築・販路拡大への支援。
○高病原性鳥インフルエンザに対する現状にあった防疫措置の仕組み、養鶏農
   家の支援を検討。
○林業におけるコスト縮減のため、作業道等の路網整備や高性能林業機械の導
　 入、効率的作業技術を有する人材の育成等の取組。
○流通拠点漁港の機能強化など、生産力や付加価値向上に向けた取組による
   水産業の収益力の向上。資源管理型漁業推進や有用魚介類の種苗生産・放流
   による水産資源の維持・増大。
○6次産業化推進などによる付加価値向上、フェアや商談会の開催による販路拡
   大、輸出に取り組む生産者団体等への支援。
○新たな担い手の定着のための相談体制や担い手の発展段階に応じた各種研修
   制度充実。

【４年間の主な実施事項】
○グリーン・ブルーツーリズム※の推進を図るため、農林水産物直売所向け研修会
　 や農泊・農林漁業体験等の受け入れ拡大に向けた研修会の実施。
○農林漁業者や地域住民等の参画による各種保全活動等を支援。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、研修会をオンラインで実施。
※グリーン・ブルーツーリズム：農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の

余暇活動のこと。

【社会目標の要因分析】
H30までは増加傾向にあったものの、房総半島台風・東日本台風等、新型コロナウ
イルス感染症による観光農園の来場者数減少が影響。

【施策実施に当たっての課題】
○農産物の加工や農林水産物直売所などの販売金額を維持、増加するために
   は、魅力ある地域産品を安定的に生産できるよう引き続き支援を行うことが必要。
○農林漁業体験施設や直売所等での感染防止対策の徹底や新しい生活様式へ
   の対応が必要。
○農地や森林、漁場の保全管理などを行う活動組織の広域化や組織の運営継続
   等の取り組みを支援し、農山漁村の多面的機能の維持・発揮を図ることが必要。
○耕作放棄地の解消に向けて関係機関との連携を図り、地域の機運を高めていく
   とともに、耕作放棄地の再生、耕作放棄地となるおそれのある狭小な農地、排
　 水の悪い農地などの耕作条件の改善による農地の生産基盤の強化が必要。
○野生鳥獣の被害対策について、地域・集落ぐるみでの防護・捕獲・整備など一
   体的な取組、各地域における実施体制の整備が必要。

【今後の取組の方向性】
○農林水産物直売所の開設者・出荷者や農林漁業体験の受入者向け研修会の開
   催、来訪者等に対する県産農林水産物や農林水産物直売所に関する認知度向
   上のためのパンフレットを作成、配付。
○6次産業化の人材育成研修会を開催、専門家派遣を通じた課題解決。
○新型コロナウイルス感染防止に関する普及啓発活動や接触機会を減らす販売
   方法の導入など各種支援策の活用促進。
○農山漁村の多面的機能の維持・発揮を図るため、土地改良区等関係機関との
   連携を強化し、農地や森林、漁場の保全管理等を行う活動組織の新規設立や
   活動面積の拡大を図る。
○耕作放棄地対策では、地域の耕作放棄地対策を推進する農業委員会等との
   連携強化等、耕作放棄地の解消と発生防止に対する取組を引き続き支援。
○野生鳥獣の被害対策については防護や捕獲等の体制整備を支援。ジビエに
   関するフェアや料理コンテストの開催、SNSを活用した情報発信等を実施。

資 料 ５（前ページの続き）

社会目標① 若年者の就労支援施設を通じて就職した
正規雇用者の割合

（現状値：41.9% 目標：増加 R2実績：69%）

社会目標② 女性・中高年齢者の就労支援施設を通じた
就職者の割合

（現状値：13.1% 目標：増加 R2実績：23.6%）

社会目標① 農業産出額
（現状値：4,148億円（全国4位） 目標：4,600億円（全国2位）
R2実績：未判明（R1 3,859億円（全国4位）））

未判明

社会目標② 漁業・養殖業の県内漁港への水揚金額
（現状値：503億円（全国4位） 目標：560億円（全国3位）
R2実績：未判明（H30 537億円（全国6位）））

未判明

社会目標 農業・漁業生産関連事業の年間総販売金額

（現状値：680億円 目標：830億円 R2実績：未判明（R1 750億円））
未判明

達成率
100%
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定性
目標

定性
目標

定性
目標

県民のくらしや企業活動を支える鉄道網、道路網、港湾を整備し、利便性
の向上を図り、交流を活発する。

成田空港の機能拡充などを踏まえ、更なる利用拡大を促進する。
成田空港と県内外への交通アクセスをさらに充実させる。

老朽化する社会インフラに対して、定期的な点検と適切な維持管理を行う
ことにより社会資本の長寿命化を進める。

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅲ　経済の活性化と交流基盤の整備
※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

① 交流基盤の強化 ② 成田空港の機能強化と空港を活用した県経済の活性化 ③ 社会資本の適正な維持管理
５ 活力ある県土の基盤づくり

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
85.7% 85.7% 50.0% 66.7%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
62.5% 62.5% 50.0% 75.0%

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
71.4% 85.7% 71.4% 28.6%

【４年間の主な実施事項】

○県内の鉄道事業者に対して補助金の支出など必要な支援を実施。

○圏央道、外環道、国道127号富津館山道路の4車線化、北千葉道路などの高規

　 格幹線道路等の整備を促進。

○渋滞対策をはじめ、主要な観光地までのアクセスルートや日常生活に密接に関

   連した道路などについて、環境に配慮しつつ整備を推進。

○千葉港港湾計画に基づき、千葉港千葉中央地区の埠頭再編に向け、関係機関

   や利用者との調整を実施。

【社会目標の要因分析】

○平成30年度の外環道の開通に伴い、松戸市、柏市、流山市が新たに1時間圏域

　 に加わり、最終年度の目標を達成。

【施策実施に当たっての課題】

○県内の鉄道事業者には、多額の長期債務を抱える事業者や、少子高齢化に伴

　 う人口減少により運賃収入の大幅な増収が見込めない事業者がおり、依然として

   厳しい経営状況にあることから、長期債務縮減や収益改善等により経営状態を

   安定させ、鉄道利用者の利便性の向上につなげることが必要。

○圏央道などの高規格幹線道路等の整備については、直轄事業の円滑な進捗を

   促すため、地元市町村及び県内経済団体などの関係団体と連携を図りながら、

   整備促進を国に強く働きかけていくこと及び、地元地権者の用地の協力が

   必要。

○千葉港における、港湾機能の向上を目指した埠頭再編による土地造成について

   は、現在の利用状況を維持しながらの整備となることから、関係者との調整を図る

   ことが必要。

【今後の取組の方向性】

○沿線市町などと連携しながら、県内の鉄道事業者の経営安定化に向け、より一

　 層の経費削減や活性化策に取り組む。

○地元市町村をはじめとした関係団体と連携を図りながら、県の重点要望等の活動

    を通じて、高規格幹線道路等の整備の促進を国に強く働きかける。

○道路整備については、今後も、早期に共用が見込める箇所に重点投資を図るな

    ど、さらに効率的な整備に努めるとともに、引き続き、事業への協力が得られるよ

    う説明し、用地の協力をいただけるよう努める。

○埠頭再編の事業推進に向け立ち上げた「千葉中央地区土地造成検討協議会」

    などを活用し、関係機関と調整を実施する。

【４年間の主な実施事項】
○成田空港活用協議会と連携・協力し、航空／空港関連企業との商談会等を実
　 施。
○外国人向けＰＲ用観光ガイドの作成、公衆無線LANの整備へ補助。
○成田財特法に基づき策定した「成田国際空港周辺地域整備計画」により、空港
　 周辺の県道・成田小見川鹿島港線などの整備を図った。
○四者※でR2年3月に「成田空港周辺の地域づくりに関する『実施プラン』」を策
　 定。R3年1月に国家戦略特区制度に基づく規制改革事項の提案を実施。
○旅行博への出展、現地商談会への参加及び現地旅行会社への訪問セールス
　 を行い、訪日観光客の誘致に取り組んだ。
※四者：国、県、周辺9市町(成田市、富里市、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、芝山町、横

芝光町)、空港会社

【社会目標の要因分析】
○概ね順調に進捗していたものの、R2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に
　 よる移動抑制や水際対策等の影響により航空需要が大幅に減。
【施策実施に当たっての課題】
○関係団体と連携し、空港利用回復を促す取組や航空需要回復を見据えた取組
 　を進めることが必要。
○新型コロナウイルス感染症の収束状況と訪日需要を見極めつつ、SNSを活用した
　 情報発信等の効果的なプロモーションが必要。
○成田空港と地域の共生・共栄を実現していくため、引き続き、騒音対策事業など
　 の、着実な実施が必要。また、更なる機能強化に関し、住民の環境対策等の実
 　施に向け、四者で連携して取り組むことが必要。
○引き続き、空港周辺の社会資本整備を図る、「実施プラン」の施策推進に向け、
 　四者で協力して取り組んでいくことが必要。
○国家戦略特区指定に向け、特区提案の周知及び特区の活用意向のある事業者
　 の掘り起こし等が必要。
○圏央道などの高規格幹線道路等の整備については、地元市町村及び関係団体
　 と連携を図り、整備促進を国に強く働きかけていくことが必要。
【今後の取組の方向性】
○企業・団体・行政などと連携・協働し、成田空港の利用客の回復に向けた取組や
 　将来の航空需要回復を見据えた取組を促進する。
○ＳＮＳを活用した情報発信等を実施、誘客可能となった国・地域から国（JNTO)と
 　連携した現地プロモーションを実施する。
○空港周辺市町及び関係機関と連携し、空港周辺市町等の行う騒音対策事業に
　 助成を実施する。
○関係機関と協力・連携して「成田国際空港周辺地域整備計画」、「実施プラン」の
　 施策を推進する。
○国家戦略特区指定に向け、特区提案の周知や、特区の活用意向のある事業者
　 の掘り起こし等を行う。
○高規格幹線道路等の整備について、地元市町村及び関係団体と連携を図りな
　 がら、県の重点要望や各期成同盟会の要望活動を通じて国に強く働きかける。

【４年間の主な実施事項】

○道路、公園、下水道、住宅施設について、公共施設分野ごとの整備方針を定め

　 た長寿命化計画に基づき点検を実施し、点検結果を踏まえた長寿命化対策工

   事を実施。

○R2年度に海岸施設の長寿命化を図るため、長寿命化計画を策定。

○県内の水道事業体の期間管路（導水管・送水管・配水本管）において、管路の耐

   震化を促進する交付金を交付し、県全体の耐震化の向上を図った。

○県営水道において、「千葉県営水道事業中期経営計画」に基づきお客様サービ

   スの向上に努めた結果、「県営水道における水道水の満足度」は上昇傾向。

【社会目標の要因分析】

○下水道施設の整備により上昇基調。

【施策実施に当たっての課題】

○高度経済成長期に建設された多くの施設が今後、老朽化に伴う更新の時期を迎

   え、更新費等の増大が懸念。ライフサイクルコストの低減を図るため、長寿命化計

   画に基づく点検及び対策工事の確実な実施が必要。

○県営水道における水道水の満足度については、中期経営計画に基づき、安定

   給水の確保、耐震化の推進、安全でおいしい水の供給、健全経営の確保等に

　 取り組むほか、積極的な広報・広聴を行うなどお客様サービスを推進し、県営水

   道事業の取組の周知と事業改善を図ることが必要。

【今後の取組の方向性】

○長寿命化計画に基づき、計画的かつ効率的な維持管理を推進する。

○指標「県営水道における水道水の満足度」については、引き続き、浄・給水場や

   管路の更新・耐震化を推進するほか、高度浄水処理の導入や塩素多点注入設

   備の導入等おいしい水づくりのための技術的な取組を実施する。

○取組について、県ホームページや広報紙、公式ツイッターなどで積極的な広報

   を行うとともに、インターネットモニターでのアンケート実施等広聴活動も充実さ

　 せ、お客様の意見を事業運営に役立てることで、水道水の満足度向上を図る。

社会目標 県都１時間構想達成率
（現状値：73% 目標：76% R2実績：76%）

社会目標 成田空港の航空旅客数
（現状値：3,962万人 目標：4,600万人 R2実績：325万人）

社会目標 下水道処理人口普及率
（現状値：72.8% 目標：76.9% R2実績：76.1%

（前ページの続き） 資 料 ５（前ページの続き）
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安全に安心して快適に暮らすことができる住まい・まちづくりを進める。
地球環境にやさしく利便性の高い魅力あふれるまちづくりを進める。

定性
目標

④ 人と環境にやさしい住まい・まちづくりの推進

「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」（平成２９年度～令和２年度）における施策の実施状況

Ⅲ　経済の活性化と交流基盤の整備
５ 活力ある県土の基盤づくり

※達成率…（R2年度の実績値－目標設定時の現状値）÷（R2年度の目標値－目標設定時の現状値）
※行政活動目標等の進展度…評価年度に達成した行政活動目標（補助指標を含む）の数÷評価年度に設定した行政活動目標（補助指標を含む）の数

【４年間の主な実施事項】
○社会経済情勢の変化に対応するため、区域区分や都市計画道路等を変更。
　　（H29：5都市計画区域、H30：1都市計画区域、R1:12都市計画区域、R2：9都市計画区域）

○「ちばバリアフリーマップ」に公共施設や商業施設等のバリアフリー情報を、R2年
 　度までに1,987施設掲載。
○良好な景観形成を推進するため、各種会議・セミナーを開催し、県民や事業者
　 の景観づくりへの参加促進、市町村への情報提供等の支援を実施。
○新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一部の研修会をオンラインで実施、書面や
   ウェブで会議を開催。
【社会目標の要因分析】
社会目標①：法改正により、計画に新たな項目が追加され、計画作成に取り組んで
                   いる市町が計画作成期間を延長したためと推察。
社会目標②：鉄道駅のバリアフリー設備整備は高額であることや、スペースの確保
                   等、設置に伴う課題があることから、整備が遅れるおそれ。
【施策実施に当たっての課題】
○社会情勢の変化や国の動向等を踏まえ、持続可能な集約型都市構造の実現に
   向け、的確な都市計画の見直しについて、関係機関等との調整を行い、円滑に
   手続きを進めることが必要。
○土地区画整理事業の進捗のため、地権者や地元市との協力や合意形成を円滑
   に進めることが必要。
○鉄道駅のバリアフリー設備整備は高額であることや、スペースの確保等、設置に
   伴う課題があることから、整備が遅れる恐れ。
○特定道路のバリアフリー化に必要な事業用地の確保を円滑に進めることが必要。
○「空家等対策計画を策定した市町村数」を増加させるためには、実態把握に必
   要な経費に対する財政支援のほか、市町村間の情報やノウハウの共有が必要。
【今後の取組の方向性】
○今後も市町村と協働により必要な都市計画の見直しを推進。
○関係者との交渉・調整に民間のノウハウを活用するなど、効率的に土地区画整
   理事業を推進。
○公共交通機関のバリアフリー化については、国が定めた基本方針による目標の
   達成に向け、国へ研究開発の推進を要望し、引き続き市町村やバス事業者に
   対し効果的な補助を実施。
○歩道等のバリアフリー化について、円滑な事業推進のため、地元調整等を実施。
○「空き家等対策推進事業」により市町村に財政支援を行うほか、千葉県すまいづ
 　くり協議会の部会の開催等を通じて、市町村間及び関係団体との情報・ノウハウ
　 を共有する。

行政活動目標等の進展度
Ｈ29 H30 R1 R2
86.7% 75.0% 60.0% 62.5%

資 料 ５（前ページの続き）

社会目標① 立地適正化計画作成市町村数
（現状値：2市町村 目標：15市町村 R2実績：8市町村）

社会目標② 主要駅のエレベーター等の設置による段差解消
割合

（現状値：94.9% 目標：100% R2実績：96.8%）
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